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地域資源創成学部評議員規程○宮崎大学

平成28年４月１日
定制

（趣旨）
、 （ 「 」 。）第１条 この規程は 国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程 以下 評議会規程 という

第３条第２項の規定に基づき、宮崎大学地域資源創成学部（以下「本学部」という ）におけ。
る評議員候補者の選考等に関し必要な事項を定める。

（選考方法）
第２条 評議員候補者は、学部長が指名し、学長に推薦するものとする。

（任期）
第３条 評議員の任期は、評議会規程第４条第１項の規定による。
２ 欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、評議会規程第４条第２項の規定による。

（その他）
第４条 この規程に定めるもののほか、本学部の評議員に関し必要な事項は、本学部教授会の
議を経て学部長が決定する。

附 則
この規程は、平成28年４月１日から施行する。


